
浪速区まちをよくする活動補助金交付要綱を廃止する要綱 

 

浪速区まちをよくする活動補助金交付要綱は、廃止する。 

 

附則 

この要綱は、令和 4 年 3 月 28 日から施行する。 

  



（参考）浪速区まちをよくする活動補助金交付要綱（令和 4 年 3 月 28 日付廃止要綱） 

 

（趣旨） 

第 1 条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則（平成 18 年大阪市規則第 7 号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、浪速区まちをよくする活動補助金（以下「補助金」

という。）の交付について必要な事項を定めるものとする。 

 

（目的） 

第 2 条 浪速区内に拠点を持つ、ボランティア団体・任意団体・NPО法人・一般社団法

人等であって地域活動協議会以外の団体が実施する、浪速区内における地域課題を解決す

ることに資する事業であり、今後も地域活動協議会との連携等により継続して地域課題を

解決することが期待できる事業に対して補助金を交付することにより、複雑化・多様化す

る地域課題を地域住民自らの視点で解決することを目的とする。 

 

（補助対象及び補助金額） 

第 3 条 補助の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。 

（1） ボランティア団体・任意団体・NPO 法人・一般社団法人等であって地域活動協議

会以外の団体であること。 

（2） 浪速区内に拠点を持ち、継続して 1 年以上の活動実績があること。または今後 1 年

以上継続して活動する見込みがあること。ただし、任意団体が特定非営利活動法人化した

場合は任意団体歴を含めるものとする。 

（3） 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。 

（4） 特定の公職者（候補者を含む）または政党を推薦、支持、反対することを目的とし

た団体でないこと。 

（5） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条

第 6 号に規定する暴力団員が構成する団体（以下「暴力団」という。）又は暴力団、その

構成員もしくは大阪市暴力団排除条例第 2 条第 3 号に規定する暴力団密接関係者の統制の

下にある団体でないこと。 

（6） 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）

第 5 条及び第 8 条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制の下にある団体

でないこと。 

2 補助金の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は以下のとおりとする。 

（1） 防犯・防災に関する事業 

（2） 子ども・青少年に関する事業 

（3） 福祉に関する事業 

（4） 健康に関する事業 



（5） 環境に関する事業 

（6） 文化・スポーツに関する事業 

3 前項に定める事業は、次の各号にすべて該当しなくてはならない。 

（1） 浪速区内での活動であること。 

（2） 事業の実施者が自発的に計画し、責任をもって運営にあたるものであること。 

（3） 補助金交付年度以降の継続実施に向けて、地域活動協議会との連携等を行う見込み

であること。 

4 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助事業のうち、別表 1

に定める経費とする。 

5 補助金は前項に定める経費の 2 分の 1、上限 12 万 5 千円とする。 

6 第 2 項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する事業および経費は、補助対

象としない。 

（1） 市・府・国等の補助、助成金または委託を受けている事業、または補助対象となる

事業（ただし、別事業とみなしうる場合はこの限りではない） 

（2） 政治活動、選挙活動、宗教活動や公益を害する活動を行っている団体の事業 

（3） 特定団体の構成員のみを対象とする事業 

（4） 講演会・イベントの開催のみを目的とした事業 

 

（補助金の交付申請） 

第 4 条 補助金の交付を受けようとする者は、「浪速区まちをよくする活動補助金交付申

請書（様式第 1 号）」を別に定める「浪速区まちをよくする活動募集要項」に定める応募

期間内に市長に提出しなければならない。 

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 ア 事業計画書（様式第 1－2 号） 

 イ 収支予算書（様式 1－3 号） 

 ウ 団体の設立趣意書及び定款、もしくはそれに代わるもの 

 エ 団体の代表者及び役員の名簿 

 オ 団体の活動経歴が 1 年以上であることがわかるもの、もしくは今後 1 年以上継続し

て活動することがわかるもの 

 カ 団体の財務状況がわかるもの 

 

（補助金の交付決定） 

第 5 条 市長は、当該申請にかかる審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に

違反しないかどうか、補助の対象となる事業の目的、内容等が適正であるかどうかおよび

金額の算定に誤りがないか調査し、審査の結果、補助金の交付決定をしたときは、「浪速区

まちをよくする活動補助金交付決定通知書（様式第 2 号）」により、補助金の交付の申請



を行った者に通知するものとする。補助金を交付しない旨の決定をする場合は「浪速区ま

ちをよくする活動補助金不交付決定通知書（様式第 3 号）」により通知するものとする。 

2 市長は、補助金の交付の申請が到達してから 50 日以内に当該申請に係る補助金の交付

決定または補助金を交付しない旨の決定を行うものとする。ただし、申請が当該補助金の

執行年度の前年度になされ、予算執行該当年度の予算が成立していない場合はこの限りで

ない。 

 

（申請の取下げ） 

第 6 条 補助金の交付の申請を行った者は、前条の規定による通知を受領した場合におい

て、当該通知の内容又は規則第 7 条第 1 項の規定によりこれに付された条件に不服があり

申請を取り下げようとするときは、「浪速区まちをよくする活動補助金交付申請取下書

（様式第 4 号）」により申請を取り下げることができる。 

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知を受けた日の翌日から起算し

て 10 日とする。 

 

（交付の時期等） 

第 7 条 市長は、補助金交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）の完了

後、第 14 条の規定による補助金額の確定を経た後に、補助金の交付決定を受けた者（以

下「補助事業者」という。）から請求を受けた日から 30 日以内に当該請求に係る補助金を

交付するものとする。 

 

（概算払） 

第 8 条 市長は、補助対象事業の円滑な遂行を図るため必要であると認められるときは、

補助対象事業の完了前に、第 5 条の規定により決定された補助金額の範囲内で全部又は一

部を概算払できるものとする。 

2 補助事業者は、前項による補助金の概算払を受けようとするときは、「浪速区まちをよ

くする活動補助金概算払交付申請書（様式第 5 号）」を市長に提出しなければならない。 

3 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る審査及び必要に応じて行う現地

調査等により適当と認められたときは、申請書を受けた日から 15 日以内に「浪速区まち

をよくする活動補助金概算払決定通知書（様式第 6 号）」により補助事業者に通知する。 

4 補助事業者は、前項の規定による通知を受けた日から 10 日以内に、市長に対し補助金

の請求を行うものとする。 

5 市長は前項の規定により請求を受けた日から 30 日以内に当該請求に係る補助金を交付

するものとする。 

（補助対象事業の変更等） 

第 9 条 補助事業者は、補助対象事業の内容等の変更（軽微な変更を除く）をしようとす



るときは、「浪速区まちをよくする活動変更承認申請書（様式第 7 号）」を、補助対象事業

の中止又は廃止をしようとするときは、「浪速区まちをよくする活動中止・廃止承認申請

書（様式第 9 号）」を市長に対し提出し承認を受けなければならない。 

2 前項における「軽微な変更」とは次のとおりのこととする。 

（1） 補助金交付額の 20％以内の減額 

（2） 別表 1 に定める補助対象経費の経費区分間の 20％を超えない範囲での流用 

3 市長は第 1 項の申請があったときは、当該申請に係る審査及び必要に応じて行う現地

調査等により適当と認められたときは、申請書を受けた日から 30 日以内に、補助対象事

業変更の場合は「浪速区まちをよくする活動変更承認決定通知書（様式第 8 号）」、補助対

象事業の中止又は廃止の場合は「浪速区まちをよくする活動中止・廃止承認決定通知書

（様式第 10 号）」により補助事業者に通知する。 

4 市長は、前項の審査等の結果、補助対象事業変更が不適当であると認める場合は、理

由を付して、「浪速区まちをよくする活動変更不承認決定通知書（様式第 11 号）」によ

り、補助対象事業の中止又は廃止が不適当と認める場合は「浪速区まちをよくする活動中

止・廃止不承認決定通知書（様式第 12 号）」により補助事業者に通知する。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第 10 条 市長は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情変更により特別

の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の

内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。 

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、「浪速区まちをよくする活動

補助金 事情変更による交付決定取消・変更通知書（様式第 13 号）により補助事業者に

通知するものとする。 

3 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の補助金額

が、既に交付を受けた補助金額を下回っているときは、通知を受けた日から 20 日以内

に、既に支出した補助金額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。 

 

（補助対象事業の適正な遂行） 

第 11 条 補助事業者は、補助金を他の用途へ使用してはならない。 

2 第 5 条の通知を受けた補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条

件に従わなければならない。 

 

（立入検査等） 

第 12 条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助

事業者に対して報告を求め、又は当該補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者

の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問さ



せることができる。 

 

（実績報告） 

第 13 条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき又は補助対象事業の廃止の承認を受

けたときから 10 日以内に「浪速区まちをよくする活動補助金交付事業 実績報告書（様

式第 14 号）」（以下「実績報告書」という。）に規則第 14 条各号に掲げる事項を記載し、

市長に提出しなければならない。ただし、実績報告書は、交付決定を受けた日の属する年

度の末日までに提出しなければならない。 

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（1） 収支決算書（様式第 14－2 号） 

（2） 補助対象事業の実績・効果が検証できるもの 

（3） 経費の支出を確認できる領収書の写し等 

（4） 補助対象事業にかかる現場写真・ポスター・プログラム等 

 

（補助金額の確定等） 

第 14 条 市長は、前条第 1 項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、実績報告

書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助対象事

業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうか

を調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、「浪速区まちをよくす

る活動補助金額確定通知書（様式第 15 号）」により、補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の精算） 

第 15 条 概算払を受けた補助事業者は、前条の規定による補助金額の確定に係る通知を

受けたときは、速やかに「浪速区まちをよくする活動補助金精算書（様式第 16 号）」（以

下「精算書」という。）を作成しなければならない。ただし、当該年度の 3 月末日まで補

助対象事業が行われている場合又は補助事業が継続して行われている場合にあっては、概

算払による交付を受けた日の属する年度の 3 月末日に作成するものとする。 

2 補助事業者は、精算書を当該補助対象事業の完了後 20 日以内に市長に提出しなければ

ならない。 

3 前 2 項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容

を表記し、かつ、収支決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に相

違がないときは、収支決算書を提出したことをもって精算書を提出したものとみなす。 

4 市長は、第 1 項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算によ

り剰余が生じていると認める場合には補助事業者あてに通知しなければならない。 

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 20 日以内

に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。 



6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日か

ら 30 日以内に当該請求に係る補助金を支出するものとする。 

 

（補助金の交付決定の取消し） 

第 16 条 市長は、補助事業者が、規則第 17 条第 1 項に定めるもののほか、次の各号のい

ずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。 

（1） 補助金を他の用途に使用するなどの不適切な会計処理を行った場合 

（2） 補助対象事業に関して、補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令

等に違反した場合 

（3） 政治的行為を行ったと認められる場合や法令又は公序良俗に反する活動を行った場合 

（4） 補助事業者が、第 3 条第 1 項各号に該当しないことが判明したとき 

2 前項の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金額の確定があった後において

も適用があるものとする。 

3 市長は、第 1 項の規定による取消しをした場合は速やかにその旨の理由を付して、「浪

速区まちをよくする活動補助金交付決定取消通知書（様式第 17 号）」により通知するもの

とする。 

 

（補助金の返還） 

第 17 条 市長は、補助金の交付決定を取消した場合において、補助対象事業の当該取消

しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を決めて、その返還を

求めるものとする。 

 

（加算金及び延滞金） 

第 18 条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を求められたときは、その請求

に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金額（その一部を納

付した場合における、その後の期間については、既納額を控除した額とし、100 円未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。）につき、年 10.95 パーセントの割合で計算した加

算金を本市に納付しなければならない。 

2 補助事業者が、補助金の返還を求められ、これを納期限までに納付しなかったときは

「税外歳入に係る督促手数料、延滞金及び過料に関する条例（昭和 39 年大阪市条例第 12

号）」第 2 条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。 

 

（関係書類の整備） 

第 19 条 補助事業者は、補助対象事業にかかる経費の収支を明らかにした書類、帳簿等

を常に整備し、第 14 条の通知を受けた日から 5 年間保存しなければならない。 

 



（関係書類の公表） 

第 20 条 市長は、補助対象事業にかかる事業計画書並びに収支決算書に関する関係書類

について、原則として公表するものとする。なお、補助事業者も自主的に公表するように

努めるものとする。 

 

附則 この要綱は、平成 30 年 6 月 13 日から施行する。 

附則 この要綱は、平成 30 年 12 月 27 日から施行する。 

附則 この要綱は、令和 2 年 1 月 29 日から施行する。 

附則 この要綱は、令和 2 年 7 月 15 日から施行する。 

 



 

 

別表１（第３条第４項関係） 

補助対象経費 

経費区分 内   容   等 

１ 報償費 

 ・講師謝礼 

ただし役員報酬等、実働に伴った経費とは言い難い、補助事業

と直接的に関連性がないものを除く 

 

２ 旅費交通費 
 
・事業実施に必要な市内交通費、市外への旅費 

 

３ 消耗品費 

 

 

 

 

・事業実施に必要な、必要最小限の食材費、材料費及び文房具等

事務用品購入経費等 

 ただし、概ね１年以内に消耗するもので１個または一組（積み

木セット等、個々は消耗品に属する物の集合体）の価格が５万

円未満のもの。 

・事業実施に必要な参考図書購入経費 

・コンピューターソフト、CD、DVD 等他の機器にセットすることに

よって機能する物品で、備品として管理することが困難なもの。 

・事業実施に必要な社会通念上、高額でない景品購入経費（社会

通念上高額とは、１個または１組で参加人数×20円程度以上の

もの、かつ５万円を超えるものをいう。） 

・事業実施に必要な参加者への配布物購入経費（盆踊りにおける

子どもへのお菓子など） 

 ただし、物品の配布をすることにより活動実施に係る効果が向

上するなどの必要性が認められるものに限る。 

・事業実施に必要な、風雨にさらされる屋外のような特別な環境

に常時置かれる物品で、備品として管理することが困難なもの。

（立て看板など） 

・事業実施に必要な、自動車等を使用した活動に係る燃料費 

 

 

 

 

 

 

４ 印刷製本費 
 
・事業実施に必要な、会議用文書、パンフレット等の印刷経費等 

 

５ 光熱水費 
 
・事業実施に必要な、電気、ガス、水道代等 

 



 

 

６ 役務費 
 

 

・郵便料、電話代、各種保険料 

・手数料（交通パレードによる道路許可印紙代・検便費等） 

 

 

７ 委託料 

 

 

 

・事業実施に直接関係する委託料（会場設営を委託したときの経

費等） 

 ただし、事業全体を委託する場合は除く 

 

８ 使用料及び 

  賃借料 

 

 

・事業実施に必要な、会場使用に係る経費 

・事業実施に直接関係するレンタカー、事務用機器類のリース料

等 

・事業実施に直接関係する駐車場賃借料 

 

 

９ 備品購入費 

 

 

 

・事業実施に直接関係する備品（ただし、１個または１組の価格

が５万円以上のものに限る）で複数の事業又は複数年に渡り使

用することが見込まれ、リースなどによらず備品として購入し

たほうが効率的であると認められるもの。 

 

 

 

10 会費 
 

 

・事業実施に必要な、講習会等への参加費 

 ただし、諸団体に会員として支払う会費は除く 

 

 

 



（様式第１号） 

  年  月  日  

 

（提出先）大 阪 市 長 

 

                  住 所 
                  （法人その他の団体にあっては 

主たる事務所の所在地） 

氏    名                 
（法人その他の団体にあっては 

その名称、代表者の氏名） 

 

 

 

浪速区まちをよくする活動補助金交付申請書 

 

 

標題の補助金について交付を受けたいので、浪速区まちをよくする活動補助金交付要綱

第４条の規定により、次のとおり申請します。 

 

 

１ 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎 

(1) 補助金の額    金          円 

 

(2) 算出の基礎    別紙収支予算書（様式第１－３号）のとおり 

 

 

２ 補助対象事業の名称、目的及び内容 

(1) 名 称 

 

(2) 趣旨・目的 

 

(3) 内容（概要：詳細は事業計画書（様式第１－２号）に記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 補助対象事業の開始日及び完了予定日 

       年  月  日～    年  月  日 

 

４ 添付書類 

（1） 事業計画書（様式第１－２号） 

（2） 収支予算書（様式第１－３号） 

（3） 団体の設立趣意書及び定款、もしくはそれに代わるもの 

（4） 団体の代表者及び役員の名簿 

（5） 団体の活動経歴が１年以上であることがわかるもの、もしくは今後１年以上継続し

て活動することがわかるもの 

（6） 団体の財務状況がわかるもの 

 

 

 

 

※ （申請者）          は、大阪市補助金等交付規則（平成 18 年大阪市規則

第７号）及び浪速区まちをよくする活動補助金交付要綱を確認し、記載事項を遵守し

ます。 

         

    



（様式第１－２号） 

    年  月  日  

 

 

浪速区まちをよくする活動補助金交付事業 事業計画書 

 

 

１ 事業名称                               

 

２ 内容詳細 

（1） 活動に取り組む際の問題意識・取り組みたい地域課題 

 

 

 

 

（2） ターゲットとニーズ（必要性）分析 

・活動の対象を具体的に記載してください。 

・活動の必要性を客観的に分析し、示してください。 

 

 

 

（3） 活動の内容・サービスなど 

・活動の内容や、参加費等の価格設定など、具体的に示してください。 

 

 

 

 

（4） 活動実施にあたっての組織体制 

・活動実施にあたって、現在の体制や提案する活動で計画している体制などを示して

ください。 

 

 

 

 

（5） 活動を進めるうえでの地域との連携や配慮 

・地域に対してどのように貢献していくか、取組みや配慮・工夫を具体的に示してく

ださい。 

 

 

 

 



 

３ 主な協力団体・協力者 

  ・活動実施上の協力団体や協力者があればその状況について記入してください。 

  （団体名、氏名、役職・活動実施上の役割・協力取り付け状況等） 

 

 

 

 

４ 申請団体の活動実績の概要（詳細は添付書類とする） 

 

 

 

 

５ 事業規模（参加予定者数等、事業の量的効果を推察できる内容） 

 

 

 

 

６ 補助対象事業に関する事業効果を測定するための方法（アンケート等） 

 

 

 

 

７ 事業に関する広報媒体・方法 

 

 

 

 

８ その他 

 



（様式第１－３号） 

  年  月  日 

 

 

浪速区まちをよくする活動補助金交付事業 収支予算書 

 

（収入の部） 

自己資金        円   

寄付金等         円 

市補助金         円 

そ の 他（ 参 加 費 等 ）         円    合 計          円 

   ※補助対象事業の事業収入（予定）は「その他」収入としてください。 

 

 

（支出の部） 

経費区分 予算額 内容･積算内訳 

 
円 

（内     ） 

 

 
円 

（内     ） 

 

 
円 

（内     ） 

 

 
円 

（内     ） 

 

 
円 

（内     ） 

 

 
円 

（内     ） 

 

 
円 

（内     ） 

 

 
円 

（内     ） 

 

合計 
円 

（内     ） 

 

※ 補助金を活用する経費区分については、活用する金額を「予算額」の下の（ ）書き 

に記載のこと。 



（様式第２号） 

大阪市指令浪 第    号  

   年   月  日  

 

様 

 

大阪市長 ○○○○○○ 

 

浪速区まちをよくする活動補助金交付決定通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった浪速区まちをよくする活動補助金について

は、次のとおり交付することとしたので、浪速区まちをよくする活動補助金交付要綱第５

条の規定により通知します。 

 

１ 補助金の交付額   金          円 

 

２ 補助金の交付の条件 

（1） 補助事業者は、政治的行為を行ったと認められる活動や法令又は公序良俗に反する

活動を行わないこと。 

（2） 補助対象事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更（浪速区まちをよくする活動

補助金交付要綱第９条第２項に規定する軽微な変更を除く。）をする場合には、市長           

の承認を受けるべきこと。 

（3） 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けるべきこと。 

（4） 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難とな

った場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。 

（5） 市長が、補助金の適正な執行を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又は

本市職員に当該補助事業者の事務所、事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を

検査させ、若しくは関係者に対して質問させる必要があると認めたときは、これに協

力すべきこと。 

（6） 補助対象事業が完了したとき又は補助対象事業の廃止の承認を受けたときは、10 日                                                                     

以内に浪速区まちをよくする活動補助金交付要綱第 13 条に規定する実績報告をすべ 

きこと。 

（7） その他、大阪市補助金等交付規則（平成 18 年大阪市規則第７号）及び浪速区まちを

よくする活動補助金交付要綱の規定を遵守すべきこと。 

 

３ その他 

本通知の決定内容（交付の条件を含む。）に不服があるときは、第６条の規定により、

この通知を受けた日の翌日から起算して 10日以内に申請の取下げをすることができる。 



（様式第３号） 

大阪市指令浪 第  号  

  年  月  日  

 

様 

 

大阪市長 ○○○○○○ 

 

 

浪速区まちをよくする活動補助金不交付決定通知書 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった浪速区まちをよくする活動補助金について

は、次の理由により交付しないこととしたので、浪速区まちをよくする活動補助金交付要

綱第５条の規定により通知します。 

 

 

 （交付しない理由） 



（様式第４号） 

  年  月  日  

 

（提出先）大 阪 市 長 

 

                  住 所 
                  （法人その他の団体にあっては 

主たる事務所の所在地） 

氏    名                 
（法人その他の団体にあっては 

その名称、代表者の氏名） 

 

 

浪速区まちをよくする活動補助金交付申請取下書 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令浪  第    号にて通知のあった浪速区ま

ちをよくする活動補助金の交付決定について、浪速区まちをよくする活動補助金交付要綱

第６条第１項の規定により申請を取り下げます。 

 

 

１ 補助金交付決定通知書を受け取った日       年  月  日 

 

２ 取下げの理由 



（様式第５号） 

   年  月  日  

大 阪 市 長 様 

                  住 所 
                  （法人その他の団体にあっては 

主たる事務所の所在地） 

氏    名                  
（法人その他の団体にあっては 

その名称、代表者の氏名） 

浪速区まちをよくする活動補助金概算払交付申請書 

  年  月  日付け大阪市指令浪  第    号にて補助金の交付決定を受

けた補助金について、浪速区まちをよくする活動補助金交付要綱第８条第２項の規定によ

り、次のとおり概算払による交付を申請します。 

１ 補助金交付決定額   金          円 

２ 概算払交付申請額   金          円 

３ 申請理由 

 



（様式第６号） 

大阪市指令浪 第    号  

   年   月  日  

 

様 

 

 

 

大阪市長         

 

 

 

浪速区まちをよくする活動補助金概算払決定通知書 

 

 

  年  月  日付けで申請のあった浪速区まちをよくする活動補助金概算払申

請については、次のとおり条件を付して承認することとしたので、浪速区まちをよくする

活動補助金交付要綱第８条第３項の規定により通知します。 

 

 

 

記 

 

 

１ 概算払金額 金            円 

 

 

２ 交付条件 

補助対象事業が完了したときは、浪速区まちをよくする活動補助金交付要綱第 13 条に

定める書類を市長に対し事業完了後 10 日以内に提出するものとする。ただし、当該年度                     

の３月末日まで補助対象事業が行われている場合にあっては、事業実施の属する年度の末

日に作成するものとする。また、浪速区まちをよくする活動補助金交付要綱第 15 条第１

項の規定により補助金を精算し、余剰金が生じた場合は浪速区まちをよくする活動補助金

交付要綱第 15 条第４項に規定による通知を受けた日から 20 日以内に返還しなければな          

らない。 

 

 

 

 

 



（様式第７号） 

  年  月  日  

 

（提出先）大 阪 市 長 

 

                  住 所 
                  （法人その他の団体にあっては 

主たる事務所の所在地） 

氏    名                 
（法人その他の団体にあっては 

その名称、代表者の氏名） 

 

 

浪速区まちをよくする活動変更承認申請書 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令浪  第    号にて補助金の交付決定を受

けた補助対象事業について、浪速区まちをよくする活動補助金交付要綱第９条第１項の規

定により、次のとおり変更の承認を申請します。 

 

 

 （変更する内容及びその理由） 



（様式第８号） 

大阪市指令浪  第   号  

   年   月  日  

 

様 

 

大阪市長 ○○○○○○ 

 

 

浪速区まちをよくする活動変更承認決定通知書 

 

  年  月  日付け大阪市指令浪  第   号にて交付決定した補助対象事

業について、浪速区まちをよくする活動補助金交付要綱第９条第３項の規定により、次の

とおり変更を承認したので通知します。 

 

 

１ 変更の内容 

 

 

 

２ 変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第９号） 

  年  月  日  

 

（提出先）大 阪 市 長 

 

                  住 所 
                  （法人その他の団体にあっては 

主たる事務所の所在地） 

氏    名                 
（法人その他の団体にあっては 

その名称、代表者の氏名） 

 

 

浪速区まちをよくする活動中止・廃止承認申請書 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令浪  第    号にて補助金の交付決定を受

けた補助対象事業について、浪速区まちをよくする活動補助金交付要綱第９条第１項の規

定により、次のとおり中止・廃止の承認を申請します。 

 

 

 （中止・廃止の理由（中止の場合は、その期間）） 



（様式第 10 号） 

大阪市指令浪  第   号  

   年   月  日  

 

様 

 

大阪市長 ○○○○○○ 

 

 

浪速区まちをよくする活動中止・廃止承認決定通知書 

 

  年  月  日付け大阪市指令浪  第    号にて交付決定した補助対象

事業について、浪速区まちをよくする活動補助金交付要綱第９条第３項の規定により、次

のとおり中止・廃止を承認したので通知します。 

 

 

１ 中止・廃止の内容 

 

 

 

２ 中止・廃止の理由 

 

 

 

 

 



（様式第 11 号） 

大阪市指令浪  第   号  

   年   月  日  

 

様 

 

大阪市長 ○○○○○○ 

 

 

浪速区まちをよくする活動変更不承認決定通知書 

 

  年  月  日付け大阪市指令浪  第   号にて交付決定した補助対象事

業について、浪速区まちをよくする活動補助金交付要綱第９条第４項の規定により、変更

が不適当と認められるため、次のとおり理由を付して通知します。 

 

 

１ 変更の内容 

 

 

 

２ 変更の理由 

 

 

 

３ 不適当である理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第 12 号） 

大阪市指令浪  第   号  

   年   月  日  

 

様 

 

大阪市長 ○○○○○○ 

 

 

浪速区まちをよくする活動中止・廃止不承認決定通知書 

 

  年  月  日付け大阪市指令浪  第    号にて交付決定した補助対象

事業について、浪速区まちをよくする活動補助金交付要綱第９条第４項の規定により、次

のとおり中止・廃止が不適当と認められるため、次のとおり理由を付して通知します。 

 

 

１ 中止・廃止の内容 

 

 

 

２ 中止・廃止の理由 

 

 

 

３ 不適当である理由 

 

 



（様式第 13 号） 

大阪市指令浪  第   号  

   年   月  日  

 

様 

 

大阪市長 ○○○○○○ 

 

 

浪速区まちをよくする活動補助金 事情変更による交付決定取消・変更通知書 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令浪  第    号にて交付決定した浪速区ま

ちをよくする活動補助金について、浪速区まちをよくする活動補助金交付要綱第 10 条第２

項の規定により、次のとおり取消・変更したので通知します。 

 

 

 

１ 取消し・変更の内容 

２ 取消し・変更の理由 



（様式第 14 号） 

  年  月  日  

大 阪 市 長 様 

                  住 所 
                  （法人その他の団体にあっては 

主たる事務所の所在地） 

氏  名  印               ○ 
（法人その他の団体にあっては 

その名称、代表者の氏名印） 

浪速区まちをよくする活動補助金交付事業 実績報告書 

  年  月  日付け大阪市指令浪  第    号にて補助金の交付決定を受

けた補助対象事業について、浪速区まちをよくする活動補助金交付要綱第 13 条の規定によ

り、次のとおり実績を報告します。 

１ 補助対象事業の名称      

２ 補助金の支出予定金額   金          円 

３ 添付書類 

（1） 収支決算書（様式第 14－２号） 

（2） 補助対象事業の実績・効果が検証できるもの 

（3） 経費の支出を確認できる領収書の写し等 

（4） 補助対象事業にかかる現場写真・ポスター・プログラム等 



（様式第14－２号） 

  年  月  日 

 

浪速区まちをよくする活動補助金交付事業 収支決算書 

 

 

（収入の部） 

自己資金          円 

寄付金等          円 

市補助金           円 

そ の 他 （ 参 加 費 等 ）          円    合 計          円 

※補助対象事業の事業収入は「その他」収入としてください。 

 

（支出の部） 

経費区分 決算額 内容･積算内訳 

 
円 

（内     ） 

 

 
円 

（内     ） 

 

 
円 

（内     ） 

 

 
円 

（内     ） 

 

 
円 

（内     ） 

 

 
円 

（内     ） 

 

 
円 

（内     ） 

 

 
円 

（内     ） 

 

合計 
円 

（内     ） 

 

※ 補助金を活用する経費区分については、活用する金額を「決算額」の下の（ ）書き 

に記載のこと。 



（様式第15号） 

大阪市指令浪  第  号  

    年  月  日  

 

様 

 

大阪市長 ○○○○○○ 

 

 

浪速区まちをよくする活動補助金額確定通知書 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令浪  第    号にて交付決定した浪速区まち

をよくする活動補助金については、次のとおり補助金額を確定したので、浪速区まちをよくす

る活動補助金交付要綱第14条の規定により通知します。 

 

 

 確定金額   金          円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



（様式第16号） 

  年  月  日  

 

（提出先）大 阪 市 長 

 

                  住 所 
                  （法人その他の団体にあっては 

主たる事務所の所在地） 

氏  名  印              ○ 
（法人その他の団体にあっては 
その名称、代表者の氏名印） 

 

 

浪速区まちをよくする活動補助金精算書 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令浪  第    号にて補助金の交付決定を受け

た補助対象事業について、浪速区まちをよくする活動補助金交付要綱第15条の規定により、

次のとおり精算内容を提出します。 

 

 

１ 精算内容  受領額          金          円 

 

        支出額          金          円 

 

        差引剰余（又は不足）額  金          円 

 

 

２ 添付書類 

（1） 収支決算書（様式第14－２号） 

（2） 経費の支出を確認できる領収書の写し等 



（様式第17号） 

大阪市指令浪  第    号  

   年   月  日  

 

様 

 

大阪市長 ○○○○○○ 

 

 

浪速区まちをよくする活動補助金交付決定取消通知書 

 

 

  年  月  日付け大阪市指令浪  第    号にて交付決定した浪速区まち

をよくする活動補助金については、次のとおり交付決定を取り消したので、浪速区まちをよく

する活動補助金交付要綱第16条第３項の規定により通知します。 

 

 

１ 取消しの内容 

 

 

 

２ 取消しの理由 

 

 


